
須恵町の人事行政の運営などの状況について、次のとおり公表します。

須恵町人事行政の運営などの状況を公表します

（1）職員の任免の状況
採用

（令和7年4月1日）
退職（令和6年度）

定　年 勧　奨 自己都合その他
職員数 10人 2人 0人 6人

（2）部門別職員数の状況
区　分

部　門
職員数 対前年増減数令和7年 令和6年

一般行政部門 132人 112人    20人
教育部門   21人   35人 −14人
公営企業等会計部門   18人   19人 −  1人

合　　　計 171人 166人 　  5人

（1）人件費の状況（普通会計決算）　※人件費には町長・副町長・教育長に支給される給料などを含みます。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（5）職員の人事評価の状況
須恵町職員人事評価規程を平成28年4月1日から施行しています。

（3）年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

区分 20歳
未満

20～
23歳

24～
27歳

28～
31歳

32～
35歳

36～
39歳

40～
43歳

44～
47歳

48～
51歳

52～
55歳

56～
59歳

60歳
以上 計

職員数 1人 10人 18人 17人 24人 19人 11人 15人 22人 18人 12人 4人 171人

区　分 住民基本台帳人口
（令和7年1月1日） 歳出額：Ａ 人件費：Ｂ 人件費率

B/A
令和6年度 29,307人 12,874,374千円 1,493,551千円 11.60％

区　分 職員数：Ａ 給　与　費 1人当たり給与費
B/A給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計：Ｂ

令和6年度 147人 604,005千円 109,048千円 249,309千円 962,362千円 6,546千円
（3）職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の状況

（令和7年4月1日現在）
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
40.4歳 315,325円 386,962円

（6）職員手当の状況
① 期末手当・勤勉手当（令和6年度）

1人当たり平均支給額 1,600千円
期末手当 2.50月（1.40月）
勤勉手当 2.10月（1.00月）

※ 加算措置として職制上の段階、職務の級などによる
加算措置があります。

※（　）内は、再任用に係る支給割合です。

（7）特別職の報酬などの状況（令和7年4月1日）

区分 給料および報酬 期末手当
令和6年度支給割合

町　長 832,000円 3.45月分
副町長 673,000円 3.45月分
教育長 626,000円 3.45月分
議　長 379,000円 3.45月分
副議長 310,000円 3.45月分
議　員 289,000円 3.45月分

（8）職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況

勤 務 時 間 8時30分から17時15分まで
1日につき7時間45分

年次有給休暇 20日/年（前年度繰越分含め最大40日）
【令和6年度平均　11.5日】

病 気 休 暇 医師の証明に基づき、最長90日
【令和6年度の取得者　14人】

育 児 休 業 3歳未満の子を養育するための無給の休業制度
【令和6年度取得者　7人】

② 退職手当（令和6年度）
（支給率） 自己都合（月分） 勧奨・定年（月分）

勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 28.0395 33.27075
勤続35年 39.7575 47.709
最高限度額 47.709 47.709
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

2～20％加算
1人当たり平均支給額 1,032千円 21,548千円

※ 1人当たりの平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給さ
れた平均額です

（4）職員の初任給の状況
（令和7年4月1日現在）

区　分 初任給
大学卒 220,000円
高校卒 188,000円

問 総務課 人事給与係　☎ 932-1152（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線316）

職員の任免および職員数に関する状況1

職員の給与の状況2
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役場からの
インフォメーション

ファイナンシャルプランナーに
よる納税相談を実施します
問 税務課 収納係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線132）

　須恵町では、さまざまな金銭的問題により支出が
収入を上回ってしまい、「町税を納めたいけれど納め
られない」という人を対象に、ファイナンシャルプラ
ンナー（FP）による納税相談（無料）を実施します。
　FPという生活設計のプロに相談し、家計に関する
問題（収入不足、ローン返済、借金問題など）の解決策
を一緒に考えてみませんか？
　相談には、町職員も同席し、秘密は守られますので
ご安心ください。
▶ 相談日　令和8年1月21日（水）
▶ 会　場　須恵町役場
▶ 時　間　9時～19時（お1人1回につき1時間）
▶ ご用意いただくもの
 ◦ 収入が分かるもの（源泉徴収票や確定申告書の

写しなど）
 ◦ 支出が分かるもの（家賃、水道光熱費、各種保険

料、借入金の返済明細書など）
▶ 予約方法
  　事前申し込みが必要なため、相談希望の人は、上

記問い合わせ先までご連絡ください。（先着順に受
け付け）

町税の納付忘れにご注意ください
問 税務課 収納係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線139）

　12月25日（木）に納付期限をむかえる町税があ
ります。
　町税の納付書の裏面に記載している納付場所（須
恵町役場、金融機関、コンビニエンスストアなど）や、
インターネットに接続してキャッシュレス決済、電
子納付などでの納付が可能です。
　また、振替口座の登録がある人は、納付期限当日に
登録されている口座から、該当町税の金額分を引き
落としますので、預金残高にご注意をお願いします。
▶ 対象の税目 国民健康保険税 7期

令和7年分�確定申告事前予約の
お知らせ
問 税務課 賦課係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線131・134・135）

　令和7年分確定申告は、申告相談会場の混雑を避
けるために事前予約が必要となります。
　予約開始日や申告日程などの詳細については、広
報すえ1月号、須恵町ホームページ、須恵町公式
LINEでお知らせしますので、ご確認ください。
▶�予約方法
◦ 須恵町公式LINE公式アカウントによる予約
◦ コールセンターへの電話による予約

友だち追加はこちらから➡

アカウントID：＠suetown

町内で事業を営む人へ
償却資産の申告時期です
問 税務課 賦課係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線136・140）

　事業用償却資産を所有している人は、毎年1月1日
現在のその資産の状態を申告する必要があります。
▶�申告期限　令和8年2月2日（月）まで
▶��申告方法　12月中旬に送付する申告書に、評価額

の算出に必要な事項（所在地・種類・名称・数量・取
得年月・取得価額・耐用年数など）を記入の上、提
出ください（eLTAXによる電子申告も可能です）。
償却資産の対象となるもの

　会社や個人で工場や商店などを経営している人・
駐車場やアパートを貸している人が、事業のために
用いる機械、装置、工具、器具、備品が対象となり
ます。土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
※ 自動車税・軽自動車税の対象となる車両や、鉱業権・

特許権などの無形資産は課税対象外となります。
　償却資産申告書が届かない場合や、新たに送付が
必要な場合はお問い合わせください。
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